
長松地区普通河川支障木伐採業務委託 特記仕様書

第 1条（準拠規定）

本業務委託契約は、魚沼市委託契約条項（以下「契約条項」という。）に準拠するものとし、本特記

仕様書は、契約条項に基づく業務の履行に関し、必要な技術的事項及び施工条件等を定めるものであ

る。

第 2条（業務の目的）

本業務は、魚沼市江口地内に位置する普通河川において、河川工事の施工に支障となる樹木を伐採

し、河川工事の円滑な実施を図ることを目的とする。

第 3条（適用範囲）

1 本特記仕様書は、「長松地区普通河川支障木伐採業務委託」（以下「本業務」という。）に適用する。

2 本業務の実施にあたっては、本特記仕様書のほか、下記に従うものとする。

（1）魚沼市委託契約条項

（2）その他関係法令及び諸基準

3 なお、本業務は委託業務であるが、技術的事項については新潟県土木工事標準仕様書（最新版）を

参考とすることができるものとする。

4 本特記仕様書と契約条項との間に矛盾又は相違がある場合は、契約条項の規定を優先するものと

する。

5 本特記仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定する

ものとする。

第 4条（業務の概要）

（1）業務名称 長松地区普通河川支障木伐採業務委託

（2）業務場所 魚沼市江口地内 普通河川沿い

（3）業務内容 河川工事の支障となる樹木の伐採、枝葉の集積、幹の玉切り及び集積

（4）伐採本数 37本

第 5条（業務内容）

本業務の内容は、以下のとおりとする。

1 伐採作業

（1）発注者が現地において指示した樹木 37本を伐採すること。

（2）伐採対象木の樹種、樹高、胸高直径等については、添付資料（写真等）を参考とし、業務着手前

に発注者立会いのもと現地において確認すること。

（3）伐採対象木には、現地確認の際にテープ等により明示を行うこと。

（4）伐採は地際（根元）から行い、切株の高さは地盤面から 30cm 以下とすること。



（5）伐採の方向については、周辺の構造物、電線、通行者等に十分配慮し、安全を確保したうえで行

うこと。

2 枝葉の処理及び集積

（1）伐採により発生した枝葉（小枝、葉、細枝等）は、幹と分離すること。

（2）分離した枝葉は、左岸側の発注者が指定する位置に集積すること。

（3）集積にあたっては、飛散防止に留意し、整然と積み上げること。

（4）集積した枝葉が河川内に流出しないよう、十分な措置を講じること。

3 幹の玉切り及び集積

（1）伐採した幹は、運搬及び取扱いが容易な長さに玉切りすること。玉切りの長さについては、発注

者の指示に従うこと。

（2）玉切りした幹は、右岸側の発注者が指定する位置に集積すること。

（3）集積にあたっては、転倒・崩落防止のため、安定した状態で整然と積み上げること。

（4）集積場所の地盤が軟弱な場合は、発注者と協議のうえ、必要な措置を講じること。

4 作業区域の整理

（1）伐採作業完了後、作業区域内の枝葉、木片等の残材を清掃し、原状に支障のない状態に整理する

こと。

（2）河川内に伐採材や枝葉等が残留しないよう、十分確認すること。

第 6条（安全管理計画書の提出）

1 受注者は、業務着手前に安全管理計画書を発注者に提出し、承諾を得ること。

第 7条（着手届及び工程管理）

1 受注者は、業務着手時に着手届を発注者に提出すること。

2 受注者は、業務の進捗状況を適宜発注者に報告すること。

3 工程に遅延が生じるおそれがある場合は、速やかに発注者に報告し、対策を協議すること。

第 8条（現場代理人等の配置）

1 受注者は、契約条項の規定に基づき、本業務に現場代理人を配置すること。

2 現場代理人は、作業期間中、常時現場に駐在し、作業の管理及び監督を行うこと。

3 現場代理人は、発注者との連絡調整を密に行うこと。

第 9条（安全管理）

1 受注者は、労働安全衛生法、労働安全衛生規則その他関係法令を遵守し、作業員の安全確保に万全

を期すこと。

2 チェーンソー作業に関する資格要件

（1）チェーンソーを使用する作業員は、労働安全衛生規則第 36条第 8号に基づく「伐木等の業務に

係る特別教育」を修了した者でなければならない。

（2）受注者は、当該特別教育の修了証の写しを発注者に提出すること。

3 保護具の着用

作業員は、以下の保護具を着用すること。



（1）保護帽（ヘルメット）

（2）防護衣（チェーンソー防護ズボン又はチャップス）

（3）安全靴（チェーンソー防護靴が望ましい）

（4）保護メガネ又はフェイスシールド

（5）防振手袋

（6）イヤーマフ又は耳栓

4 作業区域の安全確保

（1）伐採作業中は、伐倒木の到達範囲（樹高の 2倍以上）を危険区域として設定し、作業員以外の立

入りを禁止すること。

（2）危険区域の境界には、バリケード、カラーコーン、注意看板等を設置すること。

（3）河川沿いの通行者及び近隣住民への安全対策を講じること。

5 緊急時の対応

（1）受注者は、事故・災害発生時の緊急連絡体制を整備し、安全管理計画書に明記すること。

（2）事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告すること。

6 悪天候時の対応

（1）強風（風速 10m/s 以上）、大雨、雷等の悪天候時は、作業を中止すること。

（2）河川の増水が予想される場合は、速やかに作業を中止し、機材等の退避を行うこと。

第 10条（環境対策）

1 作業に伴う騒音・振動については、周辺住民の生活環境に配慮し、必要に応じて事前に周知を行う

こと。

2 作業時間は、原則として午前 8時 30 分から午後 5時 00 分までとする。ただし、やむを得ない事

情がある場合は、発注者と協議のうえ変更できるものとする。

3 燃料、オイル等の危険物の取扱いには十分注意し、河川への流出防止措置を講じること。

4 伐採にあたっては、対象外の樹木や植生を損傷しないよう十分注意すること。

5 作業中に希少な動植物を発見した場合は、直ちに作業を中止し、発注者に報告のうえ、指示を受け

ること。

第 11条（第三者への損害防止）

1 受注者は、本業務の施工にあたり、第三者の生命、身体及び財産に損害を与えないよう十分注意す

ること。

2 伐採作業に伴い、隣接する土地、建物、工作物、電線、通信線等に損害を与えないよう、事前に確

認のうえ、必要な防護措置を講じること。

3 万一、第三者に損害を与えた場合は、契約条項の規定に基づき、受注者の責任において速やかに対

処し、発注者に報告すること。

第 12条（関係機関との調整）

1 受注者は、業務の実施にあたり、必要に応じて以下の関係機関との調整を行うこと。

（1）地元自治会・町内会（事前周知）

（2）警察署（交通規制が必要な場合）



（3）電力会社・通信会社（架空線近接作業の場合）

（4）その他発注者が指示する機関

2 関係機関との調整結果は、発注者に報告すること。

第 13条（写真管理）

1 受注者は、以下の段階において業務写真を撮影し、整理・保管すること。

（1）着手前

伐採対象木の全景及び個別写真（テープ等による明示状況を含む）、作業区域全景

※個別写真は確認できれば、複数本の同時撮影を可とする。

（2）施工中

伐採作業状況、玉切り作業状況、枝葉分離状況、集積作業状況、安全対策状況

（3）完了後

伐採完了後の全景、切株状況、左岸側枝葉集積状況、右岸側幹集積状況、作業区域整理状況

2 写真には、黒板等により業務名、撮影日、撮影内容、施工箇所等を明示すること。

3 写真は、デジタルカメラにより撮影し、電子データで整理すること。

第 14条（業務完了届及び検査）

1 受注者は、業務が完了したときは、契約条項の規定に基づき、速やかに以下の書類を添えて業務完

了届を発注者に提出すること。

（1）業務完了届

（2）業務写真（着手前・施工中・完了後）

（3）数量確認資料（伐採本数の確認）

（4）その他発注者が指示する書類

2 発注者は、業務完了届を受理した後、契約条項の規定に基づき、速やかに完了検査を実施する。

3 検査の結果、手直しが必要と認められた場合は、受注者は発注者の指示に従い、速やかに手直しを

行うこと。

第 15条（業務数量）

本業務の数量は、以下のとおりとする。

（1）支障木伐採 37 本（地際からの伐採）

（2）枝葉分離・集積 一式（左岸側指定位置へ集積）

（3）幹玉切り・集積 一式（右岸側指定位置へ集積）

（4）作業区域整理 一式（残材清掃・整理）

なお、伐採対象木の樹種、胸高直径、樹高等については、添付資料（写真等）を参考とし、業務

着手前に発注者立会いのもと現地において確認するものとする。

第 16条（支給品及び貸与品）

本業務において、発注者からの支給品及び貸与品はないものとする。ただし、必要に応じて発注者

と受注者が協議のうえ決定する。



第 17条（現場発生材の取扱い）

1 本業務により発生する伐採材（幹及び枝葉）は、発注者に帰属するものとする。

2 受注者は、伐採材を無断で持ち出し、又は処分してはならない。

3 伐採材の取扱いについて疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ決定すること。

第 18条（契約の解除及び損害賠償）

契約の解除及び損害賠償については、魚沼市委託契約条項の規定によるものとする。

第 19条（損害保険）

受注者は、本業務の実施にあたり、以下の保険に加入していることを確認すること。

（1）労働者災害補償保険（労災保険）

（2）第三者賠償責任保険（対人・対物）

第 20条（その他）

1 本特記仕様書に定めのない事項については、契約条項の規定によるほか、発注者と受注者が協議

のうえ決定する。

2 受注者は、業務の実施にあたり、関係法令を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって業

務を遂行すること。

3 受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。業務完了後も同様とする。

添付資料

（1）位置図（伐採対象木の位置、左岸側枝葉集積位置、右岸側幹集積位置を図示）

（2）現地写真（伐採対象木の状況が確認できるもの）


